
平成２４年７月１日改正

県　等

造成規模が小さい場合

開発面積が１ha以上５ha未満のとき

{大津市生活環境の保全と増進に関する条例（生環条例）に基づく処理}

※　変更許可（宅地造成等規制法第１２条）がある場合は、別途協議すること。

８
条

事業者

{大津市生活環境の保全と増進に関する条例（生環条例）に基づく処理}

造成規模が大きい場合

大津市宅造許可事務処理フロー

事
前
審
査

市（開発調整課）

相 談 相談書提出 

補正事項修正 

補正事項通知 

受 付 関係課意見照会 

土地利用問題協議会 
（原則として１ha以上） 

相談書回答 

事前協議書提出 宅造基準の適合・添付図面の確認 

計画変更・図面修正 

要件通知 関係各課要件処理 

宅地造成等規制法第８条申請書提出 

宅地造成等規制法第８条許可 

工事着手 

工事完了届、工事完了届の提出 

着手届受理 

完了検査依頼 

宅地造成に関する検査 

検査済証 

受 付 関係課意見照会 

補正事項通知 

補正事項修正 受 付 

（不適合、未添付図面がある場合) 

生環条例 

表示板設置 

地元説明会 

事前協議書提出 

事前協議終了通知 

３０日 

補正事項通知 

補正事項修正 受 付 

事前周知報告書提出 事前周知報告書受理 

1ha以上等 

500㎡ 
以下 

500㎡超 


